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須坂市公民館 塩川町公民分館規約 

 

（名称及び事務所） 

第１条  本分館は、須坂市公民館塩川町公民分館（以下分館という）

と称し、塩川町に居住する者をもって組織し、事務所を分館長

宅に置く。 

（目的） 

第２条  分館は、住民の実際生活に即する教育、文化、グループ育成

に関する各種の事業を関係団体と協調して行うとともに、地域

公民館と協調を図り、もって住民の教養の向上・健康の増進・

情操の純化を図り、生活文化の進行・社会福祉の増進に寄与す

ることを目的とする。 

（事業） 

第３条  分館は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 

   １ 各種講座・教室・講演会の開催 

   ２ 各種団体と話し合いの開催 

   ３ 体育振興・レクリエーション等の開催 

   ４ 分館報並びに広報活動 

   ５ 各種グループの育成と援助 

   ６ その他目的達成に必要な事項 

（役員及び組織） 

第４条  分館に次の役員を置く。 

   １ 分館長１名、主事２名のうち１名は分館長代理、庶務を司り、

他の１名は人権、会計担当とする。 

   ２ 部員は１２名とし、社会部、体育部、事業部を担当する。 

   ３ 体育部員は、塩川区の体育専門委員を兼ねる。 i 

（運営委員会） 

第５条  分館に次の運営委員会を置く。 

   １ 運営委員会は、区役員（氏子総代を含む）、民生児童委員、

各種団体の正副会長及び小・中ＰＴＡ支部長をもって構成し、

分館長が委嘱する。 

   ２ 運営委員は、職名委嘱とし、任期はその職の在任期間とする。 

   ３ 運営委員会は、分館の年間計画、予算、事業報告、決算につ

いて議し、これを承認する。 

   ４ その他、分館事業推進について協力する。 

   ５ 運営委員会は、分館長が招集し、分館長が議長となる。  
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（役員の任務） 

第６条  

   １ 分館長は、分館事業の企画、実施、その他必要な事務を行い、

分館を代表する。 

   ２ 主事は、庶務、人権、会計事務を分担し、分館長事故ある時

はこれを代行する。 

   ３ 部員は、分館事業推進に当たる。 

（役員の任期） 

第７条   分館長の任期は１年とし、他の分館役員の任期は２年とする。

補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の選任） 

第８条 １ 分館長は、区民の選挙によって決める。 

    ２ 主事及び部員は、運営委員が選考委員となり選出す 

     る。         

    ３ 年度途中で退任する者があるときは、運営委員会にはかり

後任を選出する。 

    ４ 部長は、分館長が決める。 

（会議） 

第９条   会議は、分館長主事会、役員会とし、分館長主事会、 

役員会は分館長が、部会は部長が招集する。 

     役員会は主事が、部会は部長が議長となる。 

（会計及び会計年度） 

第１０条１ 分館の経費は、本館交付金、区助成金及び参加費をもって

充てる。ⅳ 

２ 分館の会計年度は、前年の 11 月 11 日から 11 月 10 日まで

とする。ただし、事業年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日までと

する。ⅲ 
（監査） 

第１１条１ 分館に監事 1 名を置き、監事は会計を監査する。 

２ 監事は任期を 1 年とし、分館長が指名し、運営委員会の承

認を得る。 ii（注記） 

 

（附則） 

第１２条  この規約に定めてない必要な事項は、分館長が決める。  

（規約の改廃） 

      この規約の改廃は、役員会で検討し、運営委員会の承認を

もって発効するものとする。 
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昭和５６年４月３０日施行 

附則 昭和５９年１２月２２日 一部改正し同日から施行する。 

    昭和６１年 ２月２７日 一部改正し同日から施行する。 

    昭和６２年１２月１７日 一部改正し同日から施行する。 

    平成 ２年 ３月 １日 一部改正し同日から施行する。 

    平成 ７年１２月 ９日 一部改正し同日から施行する。 

    平成１９年１２月 １日 一部改正し同日から施行する。 

    平成２１年 ２月１１日 一部改正し同日から施行する。 

    平成２３年 ２月１１日 一部改正し同日から施行する。 

平成２７年 ２月１４日 一部改正し同日から施行する。 

    令和 ２年 ２月 ８日 一部改正し同日から施行する。 

 

i  平成 21 年 2 月 11 日 第４条   改訂事項 
ii  平成 21 年 2 月 11 日 第 11 条  改訂事項 

 （注記）監事は公民分館組織外とする。（塩川区の会計） 
ⅲ     平成 23 年 2 月 11 日 第 10 条 改定事項 
ⅳ     平成 27 年 2 月 14 日 第 10 条 改定事項  

ⅴ     令和 2 年 2 月 8 日  第４条、第６条、第１０条２ 改定事項 

 


